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ひとにやさしいまちづくり推進指針の見直しについて 

 

１ 見直しの趣旨 

ひとにやさしいまちづくり条例第９条に基づき「施策の基本的な方向その他必要な事項に関す

る推進指針」として、「ひとにやさしいまちづくり推進指針」を策定しており、現行指針におい

て、今年度見直しを行うこととされている。 

本指針は「県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例」における「基本計画等」に該当

し、見直しに当たっては、県議会の議決による承認を経ることとなっている。 

 
２ 推進指針策定等の経緯 

（１）Ｈ７年７月「ひとにやさしいまちづくり条例」制定（H８年４月施行） 

（２）Ｈ８年４月「ひとにやさしいまちづくり推進指針」策定 

「ひとにやさしいまちづくり推進協議会」（有識者会議の位置付け）が策定（計画期間は定

めなし）。 

（３）Ｈ13年２月「ひとにやさしいまちづくり推進指針」見直し 

県が指針を策定（計画期間H12～22年度：11年間）。 

（４）Ｈ19年 12月「ひとにやさしいまちづくり条例」全部改正（H20年4月（一部は7月）施行） 

〔条例改正概要〕 

ア 推進指針の策定を明記 

イ ユニバーサルデザインの考え方の明確化、県民意識の啓発、情報提供、人材育成などの

施策の充実 

ウ 「ひとにやさしいまちづくり推進協議会」（諮問機関）の設置、公共的施設新築等に係

る意見聴取の仕組みづくり 

エ 公共的施設整備基準への適合促進（届出制から事前協議へ）、事業者に対する勧告範囲

の拡大、工事完了検査の実施（※バリアフリー新法（H18年12月施行）との連携） 

オ バリアフリー新法による特別特定建築物の追加指定（学校）、面積要件の引き下げ（医

療福祉施設） 

（５）Ｈ21年３月「ひとにやさしいまちづくり推進指針」策定（見直し） 

県が条例に基づき策定（対象期間H21～26年度：５年間）。 

（６）Ｈ27 年３月「ひとにやさしいまちづくり推進指針」（以下「現行指針」という。）策定（見

直し） 

県が条例に基づき策定（H31年度を目途に見直す）。 
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３ 見直しに係る考え方・視点について  

（１） 現行指針策定に係る視点について 

現行指針は、平成21年３月に条例改正を踏まえて策定された指針を、平成26年度に、関係

する県の各種計画との整合を図るとともに、主に、①東日本大震災津波からの復興（ユニバー

サルデザインによる復興まちづくり）、②国体・全国障害者スポーツ大会の開催、③その他の

状況の変化等、の３点の視点で見直し、平成27年３月に策定したものである。 

（２） 今回の見直しの視点について 

今回の見直しにおいては現行指針をもとに、関係する県の各種計画（いわて県民計画（2019

～2028）、地域福祉支援計画等）との整合を図るとともに、下記視点により前回策定時からの

状況の変化等を踏まえて見直しを行うこととする。 

＜見直しの主な視点＞ 

○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）の改正（H30） 

 ・公共交通事業者等によるハード対策と、接遇などのソフト対策の一体的な取組の推進 

 ・バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組強化 

  （市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度の創設 等） 

○ 東京 2020オリンピック・・パラリンピックを契機とした国の取組 

 （ユニバーサルデザイン2020行動計画＝心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの街づく

り） 

○ 人口減少や少子高齢化の一層の進展、観光のバリアフリー化、国際化の進展（ILC誘致、イ

ンバウンド、外国人労働者受入）、LGBTに対する理解促進 等 

（参考）関係する県の各種計画（例） 

○ いわて県民計画（2019～2028）（平成31年３月策定） 

 ・復興推進プラン：R1～R4年度 

   ・政策推進プラン：第1期R1～4年度、第2期R5～8年度、第3期R9~10年度 

○岩手県地域福祉支援計画〔第３期〕（平成31年3月策定） 

・計画期間：R1～5年度 
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（３） スケジュールについて 

時 期 内           容 

５月 
６月13日 
８月５日 
９月13日 
11月下旬 
 
12月 
12～１月 
１月 
 
 
２月 
３月 

ひとにやさしいまちづくり推進指針検討委員会設置 
第１回改定検討委員会（見直し趣旨・見直しの視点・県の取組状況説明、課題把握） 

第２回改定検討委員会（全体構成・取組の方向性等検討） 
第３回改定検討委員会（具体的な推進方向・指標等検討） 
第１回ひとにやさしいまちづくり推進会議（会長：知事） 
第１回ひとにやさしいまちづくり推進協議会（諮問機関） 
県議会12月定例会への報告（見直しの趣旨・見直し案概要） 
パブリックコメント、地域説明会 
第４回改定検討委員会 
第２回ひとにやさしいまちづくり推進協議会（諮問機関） 
第２回ひとにやさしいまちづくり推進会議 
県議会２月定例会へ議案提案（見直し最終案） 
県議会による議決、策定・公表 

 
４ 指針見直しに対する主な意見について  

検討委員会での「当事者の意見を聴取し見直すべき」との御意見を踏まえ、障がい者団体（11

団体）への意見照会を実施したところ、以下のような意見をいただいているところ。 

分 野 意    見    等 

ひとづくり ・擬似体験、点検活動によりひとにやさしいまちづくりの普及啓発にもっと力を入れるべき。 
・ひとにやさしい駐車場が増えてきたが、使用マナー向上のため、理解促進が重要。 
・多機能トイレの使用マナーの向上が必要。 
・「何のために」設置されている設備なのかを理解させるような意識啓発が必要。 
・学校における福祉教育をもっと推進すべき。 
・子どもの頃から、障がい者等と共に学び接することが必要。 
・職員の接遇向上を図るべき。 

まちづくり ・高齢者の免許返納もあり、公共交通機関の必要性が高まるため、整備が必要。 
・車椅子使用者でも支障なく移動できるようにすべき。 
・多機能トイレの機能を分散してほしい。 

情報・ 
サービス 

・インターネット以外の方法で入手したいのに、できないことがある。 
・手続の簡素化、インターネット上での手続き（特に障がい関係の申請）の促進を図るべき。 
・ピクトグラムなど一目で分かる情報発信をするべき。 

社会参加 ・障がい者の就労の困難さの解消が必要。通勤手段の確保と雇用主の理解が必要。ほかの人

と変わらず働ける環境の整備。 
・身体障害者補助犬法や障害者差別禁止法等の浸透が不十分であり、普及を図る必要がある。 
・障がいがあっても、誰かの役に立てる。そういう場がほしい。 

 



１ 指針策定の趣旨 

ひとにやさしいまちづくり推進指針（第４期） 概要 

１ 県の行動指針 

〇 本県では、すべての人が安心して生活し、かつ、等しく社会参加する 
  ことができる豊かで住みよい地域社会の形成を目指し、平成７年７月 
  に「ひとにやさしいまちづくり条例」を制定しました。 
〇 「ひとにやさしいまちづくり推進指針」は、県が、ユニバーサル 
 デザインの考え方を様々な分野の施策に取り入れ、ひとにやさ 
 しいまちづくり施策を総合的に推進するための行動指針として、条例の 
 規定に基づき、平成８年４月に策定したものです。 

２ 県民、事業者、民間団体、市町村のガイドライン 

  この推進指針は、県民、事業者、民間団体、市町村が、県と共通認識 
 の下、連携、協働しながらひとにやさしいまちづくりに取り組むためのガ  
 イドラインとしての性格を併せて有しています。 

≪推進指針の見直し≫ 
 人口減少、少子・高齢化や国際化の進展のほか、平成23年３月の東

日本大震災津波の発生など、ひとにやさしいまちづくりを取り巻く諸状
況の変化に対応するため、平成27年３月に推進指針を改訂しました。 

２ ひとにやさしいまちづくりを取り巻く状況 
１ 人口減少と少子・高齢化の進展 

 本県の総人口は、平成32年には120万6千人まで減少し、高齢化率は
33.6％と見込まれています。 

２ 障がい者の現状 

   身体障害者手帳交付者数、療育手帳交付者数、自立支援医療（精

神通院）受給者数はいずれも増加しています。また、身体障がい者数
の高齢化が進行しています。 

３ 国際化の進展 

 平泉の世界遺産登録やILC（国際リニアコライダー）の誘致など、今後の

更なる国際化に係る対応が求められています。 

４ 東日本大震災津波の発生 

５ 国体・全国障害者スポーツ大会の開催 

６ 県民の意識 

 被災地では人口の減少、高齢化による要援護者の増加など、様々な

生活・福祉課題を抱えています。 

 平成28年に本県で開催される大会を契機に、ひとにやさしいまちづくり

の取組を進める必要があります。 

 ユニバーサルデザインの考え方の普及やひとにやさしいまちづくりに対  
 する理解促進を図る必要があります。 

３ 推進の基本的視点 
１ 多様な利用者の参加促進及び対話のプロセスの重視 
   多様な方々のニーズの把握、十分な双方向の対話を行うことが重要です。 

２ 取組の発展的推進（終わりなき取組） 
  個々の取組みにおける利用者の参画、対話等を通じて得られた様々な成果や知識を次の取  
 組みに活かし、それを繰り返すことによって、スパイラルアップ（段階的・継続的発展）へとつながっ
ていくことが期待されます。 

３ さりげないデザインへの配慮 
  誰が使っても違和感がなく、自然に受入れられる、ユニバーサルデザインの考え方に基づく、 
 さりげないデザインへの配慮が重要です。 

４ 柔軟な取組 
  ひとにやさしいまちづくりは、柔軟に、できることから取り組んでいくことが重要です。 

 
５つの取組を柱にひとにやさしいまちを実現 

２ まちづくり ３ ものづくり 
４ 情報・ 
 サービス 

５ 社会参加 １ ひとづくり 

４ 具体的な推進方向 

≪進捗管理≫ 
 主要な指標の推移とともに関係する施策の実施状況を把握し、ひとにやさしいまちづくり推進協

議会に報告・協議のうえ、施策の改善・見直しを継続的に行います。 
  ※ 推進指針の見直しは平成31年度を目途に行う予定。 

５ 推進主体の役割 
〇県民：ひとにやさしいまちづくりについての理解を深め、身近でできることから主体的に取り組んでい 
    くことが期待されます。また、高齢者や障がい者などの当事者の方も可能な範囲で積極的に活 
    動に参加することが期待されます。 
〇事業者：多様な利用者のニーズを踏まえた施設整備、製品開発、情報・サービス提供に取り組んで 
      いくことが期待されます。 
〇民間団体：ひとにやさしいまちづくりの考え方の普及、多様な利用者のニーズの集約、行政・事業者 
       への改善提案等に積極的に取り組んでいくことが期待されます。 
〇市町村：住民参画を積極的に推進し、民間団体等と連携・協働すること、県と連携し、推進体制を明 
      確にしたうえで取組を進めることが期待されます。 
〇県：推進体制の整備、進行管理、各主体の取組支援などを行い、全県的な推進を図ります。 
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              推進方向の分野 取 組 
１ ひとづくり 

(1) 意識啓発の促進 広報活動、優良事例表彰、ひとにやさしい駐車場利用証制度、関連団体の活動参
加推奨 

(2) 学ぶ機会の充実  障がいのある児童と障害のない児童と共に学ぶことができる教育の場の拡充、統合
教育、総合学習、福祉教育、大学公開講座、参加体験型学習 

(3) 人材・組織の育成 県と県立大との連携による情報収集、ＮＰＯの情報提供、団体のネットワーク化の推
進、国体・全国障害者スポーツ大会を契機としたボランティア活の促進 

２ まちづくり 
(1) まちづくり全体 
   （総合的まちづくりの推進） 

意見聴取の仕組みづくり、市町村におけるバリアフリー法基本構想の策定推進、民
間事業者が行う意見聴取のガイドラインづくり、優良事例の収集、東日本大震災津
波からの復興まちづくり（ユニバーサルの考え方に基づいたまちづくり） 

(2) 公共的施設・建築物 意見聴取会報告会の実施、県土整備部で策定したＵＤガイドラインの普及、ワーク
ショップの取組み支援、事業者への出前研修実施、市町村に対する支援 

(3) 交通機関等 駅舎やバスターミナルなどのＵＤ化、ノンステップバスの導入促進を事業者へ働きか
け 

(4) 道路 歩道の整備、段差解消、点字ブロックの敷設、電線地中化 

(5) 住宅 相談窓口の設置、イベント、県営住宅のＵＤ化、岩手型住宅の推進 

(6) 観光地 地図の作成、観光事業者の接遇研修、外国語表記の推進 

(7) 公園・水辺空間等 公園や水辺空間の整備、遊歩道や案内表示等のユニバーサルデザイン化 

(8) 商店街 駐車場やトイレ、案内表示の整備、接遇の向上等 

３ ものづくり (1) 製品開発 技術的支援、情報提供、優良事例表彰 

(2) 製品利用 庁舎での関連製品展示、生産・流通のモデル的取組みの促進 

４ 情報・ 
   サービス (1) 情報 多様な広報媒体の活用、複数の知覚・言語への対応、点訳・朗読・手話・要約筆記

等の人材養成、ＵＤ地図情報の提供、避難行動要支援者への情報提供方法確立 

(2) 情報化対応 すべての人に使いやすい情報機器類の普及促進 

(3)  サービス 窓口の集約、庁舎内の設備等のＵＤ化、事業者団体等への出前研修の実施 

５ 社会参加 

高齢者、障がい者等の就業促進、社会参加 

多様な人に配慮した移動手段の確保、仮設スロープ、託児室、手話通訳等の配置、 
盲導犬、認知症サポーター、外国人生活支援サポーター、国体・全国障害者スポー
ツ大会を契機とした高齢者や障がい者の様々な活動への参加の促進や、受け入れ
る側の意識を向上 

ひとにやさしいまちづくり推進指針 具体的な推進方向 
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